
経営改善計画策定支援事業に係る留意事項 

 

平 成 ２ ５ 年 ７ 月 １ ０ 日 

中小企業庁事業環境部金融課 

 
 「認定支援機関等向けマニュアル・ＦＡＱ」の記載のうち、特に問い合わせ等が多い事項について、

次のとおり留意事項を補足します。 
 認定支援機関は、本事業において計画策定支援を実施する際は、これらの留意事項を踏まえて実施し

て下さい。 
 
○計画策定支援費用について 
 「認定支援機関等向けマニュアル・ＦＡＱ」の良くあるご質問（ＦＡＱ）、Ｑ１－２において、「経営

改善計画策定支援及びモニタリングに係る費用は、事業者の事業規模等を勘案して、適切な金額となる

ようご検討ください。」と記載しています。 
この記載の趣旨は、「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」においては借入金の返済負担等

の影響による財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者を支援対象としていることから、事業

者の早期の自立を促していくためにも、本事業により中小企業・小規模事業者の過度な費用負担が生じ

ることを避ける必要があるというものです。これまでは、金額の適切性を個別に判断しておりましたが、

この趣旨に沿った中小企業・小規模事業者の支援の実現及び事務処理の迅速化の観点から、企業規模等

に応じた本事業の費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額（消費税を含む）に関する原則的な考

え方を下記表のとおり整理しました。 
 なお、認定支援機関による計画策定後のモニタリング業務については、事業者の事業規模等に応じた

適切な頻度、金額とすることに加え、計画の進捗状況についての報告先（計画に同意した金融機関）と

の関係で必要となる範囲内で実施するということが、本事業における基本的な考え方となっております

ので、この点にもご留意下さい。 
また、例外として、小規模、中規模の事業者については、費用負担の対象となる計画策定支援費用の

総額が下記表に示した金額を超える場合（例えば、債権放棄案件に係る費用）は、利用申請書（「８．そ

の他」の欄）にその旨と理由を記載して下さい。 
                       記 

中小企業の区分 企業規模 
費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額 

（モニタリングを含む） 

小規模 

売上 1億円未満 

かつ 

有利子負債 1億円未満 

100 万円以下 

（うちモニタリング費用は総額の１／２以下） 

中規模 

売上 10 億円未満かつ 

有利子負債 10 億円未満 

（小規模を除く） 

200 万円以下 

（うちモニタリング費用は総額の１／２以下） 

中堅規模 

売上 10 億円以上 

または 

有利子負債 10 億円以上 

300 万円以下 

（うちモニタリング費用は総額の１／２以下） 

※平成 25 年 7 月 10 日以降、経営改善支援センターから受理通知を発行する申請案件が対象 
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○金融支援（新規融資の取扱い）について 
 「認定支援機関等向けマニュアル・ＦＡＱ」の良くあるご質問（ＦＡＱ）、Ｑ３－２において、「経営

改善計画における金融支援は、リスケ等のほか新規融資を含みます。ただし、金融機関調整を行うこと

を前提とせず、当初より新規融資のみを目的として計画策定を行う場合の利用申請は、支援センター事

業の費用負担の対象とはなりません。」と記載しています。 
「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」の対象事業者は、借入金の返済負担等の影響によ

る財務上の問題を抱える中小企業・小規模事業者であり、ここでいう「新規融資のみ…は、…対象とは

なりません」との記述の趣旨は、新規融資については、他の金融支援（条件変更等）とともに実施する

など、既存の借入金の月々の返済負担を軽減した上で実施されるもののみが対象となるということです。 
なお、借り換えのための新規融資（借換融資）については、実態として既存の借入金についての月々

の返済負担が軽減されるものは、本事業による費用負担の対象となりますが、実態として既存の借入金

についての月々の返済負担が軽減されないものは、本事業による費用負担の対象とはなりません。 
また、支払申請にあたっては、支払申請書の「８．その他」に経営改善計画に織り込まれた金融支援

の概要を記載してください。 
 


